


11月の行事予定 
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＊１ １－２ ３－１ ５－１は授業研究会の 
ため下校時刻が変わります。後日お知らせします。 

日 曜日 行事 

1 土 
短縮４ 土曜参観 音楽会（保護者） 
下校 12：30（全学年） 

2 日  

3 月 文化の日 

4 火 
短５ 個人面談①下校 13:30（1 年） 
下校 14：30（2～６年） 

5 水 
お話朝会 クラブ活動 なかよしタイム 
学校生活アンケート 

6 木 短 5 個人面談②下校 14:30（全学年） 

7 金 きのみ校外学習 

8 土 水谷公民館まつり 

9 日 水谷公民館まつり 

10 月 振替休業日（音楽会） 

11 火 
短 5 個人面談③下校 13:30（1 年）下校
14：30（2～６年） 

12 水 市内音楽会 

13 木 短５ 個人面談④下校 14：30（全学年） 

14 金 県民の日 

15 土  

16 日  

17 月  

18 火 
個人面談⑤下校 13:30（1 年）下校 14：
30（2～６年） 

19 水 感謝の集い ショート訓練 

20 木 
短５ 個人面談予備日下校 14：30（全学
年） 2 年校外学習 

21 金 ３年消防署見学 

22 土  

23 日 勤労感謝の日 

24 月 振替休日 

25 火 通学班長会議⑤ 

26 水 
クラブ活動 なかよしタイム 
タイピングタイム 避難訓練 

27 木  

28 金 
短４ 学校研究発表会 下校１－２ ３
－１ ５－１以外（13：15）＊１ 

29 土  

30 日  

【スクールカウンセラー来校日】  

11月２５日（火）、12月２３日（火） 

お子さんのことについて、相談することができます。ま

た、児童の相談も受け付けております。相談希望の方は

教頭（齋藤）までお問い合わせください。 

１１月は「いじめ撲滅強調月間」です 

いじめられた子供には心身に深刻な被害が

生じることがあります。いじめは重大な人権侵

害であり、決して許されることではありませ

ん。埼玉県では、１１月を「いじめ撲滅強調月

間」に制定し、いじめ問題の 

根絶に取り組んでいます。 

いじめを受けていたり、 

いじめに気が付いたり 

したら一人で悩まず相談 

してください。 

 

【全国学調・県学調を振り返って】 

 全国学調と県学調の結果から、子どもたち一

人ひとりの学力を向上させるため、今後以下の

ように取り組んでまいります。 

〇1年生 

 国語：主語・述語に関するお題でチェックインを行います。 

 算数：週に 2 回は授業の最初に 100 マス計算を出します。 

〇２年生 

国語：「読書の木」に取り組み、語彙力向上を目指します。 

 算数：授業の最初に計算カードや 100 マス計算に取り組みます。 

〇3年生 

国語：週に 1 回はチェックインで辞書を引きます。 

 算数：週に２～３回、簡単な計算問題を２～３問行います。 

〇4年生 

国語：国語の時間に「辞書タイム」をとります。 

 算数：週に 1 回は、表やグラフの問題を授業中に出します。 

〇５年生 

国語：週１回は宿題で、敬語や主語・述語の復習をします。 

 算数：週１回はタブレットで計算の宿題を出します。 

〇6年生 

国語：音読を毎日行うことで、読み解く力をつけます。 

 算数：週 1 回は、表やグラフの問題を授業中に出します。 

〇きのみ 

国語：敬語を使うことができるよう掲示物を作成します。 

算数：個々の実態に合わせて教材を工夫していきます。 

 

水谷小・生徒指導部の取り組み（６） 

 先月は子ども達が「あいさつができる学校」 

を目標にクラスごとにスローガンを考え、友

だちに伝わるように、あいさつをがんばって

いました。これからの毎日があいさつに溢れ

る学校になってほしいです。 



水谷小学校 歯みがきタイム 
取り組む時の約束事 

※学校では、安全面に配慮し（水飲み場が混み合わないように、 また、歯ブラシを口に入れた状態

での事故等を防止するため）、 教室にて以下の方法で実施しています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歯みがきセット 

・歯ブラシ ・コップ  
 

※保護者様へのお願い 

・お子さまが、歯みがきの約束を守り、歯みがきセットの自己管理ができるようにお願いします。 

・衛生面でのご協力のお願い  

学校での歯ブラシ・コップの洗浄は、不十分なこともあります。持ち帰った際には、 ご家庭で洗

浄・乾燥を十分に行っていただくよう、ご協力をお願いします。  

 

・子供たちの健やかな成長のために、早寝早起き、朝ごはん、歯みがきなど基本的生活習慣を定着させ

ることができるよう、良い環境づくりに、学校・家庭・地域が協力して取り組んでいきましょう。 

  

【歯みがきのしかた】  

① コップに水を半分くらい入れて準備をする。  

② 歯みがきは、自分の席に座り、歯みがきをする。 

③ 歯みがきが終わったら、コップの水で歯ブラシを洗う。  

④ 歯ブラシは必ず教室において、コップだけを持って、教室を出て、 

口をゆすぎに行く。  

・歯みがき粉は持ってこない。 

・流しでうがいをするときは、コップに水をくみ、うがいする。 

・歯ブラシをくわえたまま、絶対に歩いたり、走ったりしないこと。 

・管理は自己管理です。歯みがきセットは、毎日持ち帰りましょう。 

 

 

歯ブラシを口に入れて 

歩くとあぶないよ 

埼玉県教育委員会からのお知らせ 

学校における色覚検査について  

『赤と緑』『青と紫』など、特定の色の組み合

わせが見えにくいことに、本人が気づいていな

い場合があります。 

 色覚検査（色の見え方や感じ方の検査）は、

学校定期健康診断の項目にはありませんが、ご

希望があれば個別に学校で実施いたします。ご

希望がある場合は、担任等を通じてお申し出く

ださい。 

 

持ち物への記名をお願いします！！ 

⇒上着や手袋等、大切な持ち物に名前がないと、落とした

後、持ち主に返せません。ハンカチ、くつ下等、小さな物

にも記名をお願いします。 

★持ち主不明の子ども用衣類等について → 中央昇

降口付近に並べています。なくした衣類等がありました

ら、職員に声をかけて、お持ち帰りください。 

給食後の歯みがきについて、２０２０年以降新型コロナウイルス感染症の流行によりコロナ禍では任意となっていましたが、

学校歯科医の先生から、「給食後の歯みがきは、子供たちのむし歯予防、歯・口の病気の予防と、子供たち一人一人に自分自身の

健康について関心を持たせ、自ら考え、実践できる力をはぐくむことができる。子供たちの健康を推進するため、歯科健診、口

腔保健指導(歯みがき指導)等と並行し、給食後の歯みがきを習慣化するように。」とご指導をいただきました。 

 つきましては、１１月より全校で歯みがきを実施してまいります。子供たちの歯と口の健康づくりの取組について、ご協力を

お願いいたします。 

令 和 ７ 年 １ ０ 月 

水 谷 小 学 校 

保 健 室 すこやか 秋号

涼しい日が多くなり、秋の訪れを感じさせる気候になってきました。朝、晩と日中の気温差がありますの

で、体温調節に注意して生活していきましょう。 


